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社会福祉法人中野区社会福祉協議会 
ハピネスなかの 

  



 ２０１６（平成２８）年度 事業体系（事業一覧） 
 

社会福祉事業 

１ 法人運営事業   

（１）法人運営   ◇理事会・評議員会・監事 

         ◇社協会員         

         ◇人事・研修          

         ◇危機管理（大規模災害時の対応） 

         ◇苦情対応(苦情解決委員会)         

          ◇管理・運営（情報セキュリティ、一般管理、経理事務等） 

（２）企画・広報等 

◇いきいきプラン（第３次中野区民地域福祉計画）の推進・評価 

         ◇地域福祉推進フォーラム 

  ◇広報（「ハピネスなかの」の発行、ホームページの管理等） 

◇顕彰 

（３）関係団体との連絡調整   ◇連絡調整 

（民生児童委員協議会、区内社会福祉法人との連携、介護サービス事業所連絡会） 

（４）財務       ◇自主財源の確保（寄付金、資産運用等）  

  ◇基金・積立金（福祉基金、ボランティア基金、退職金積立金） 

 

２ 地域福祉事業 

（１）福祉何でも相談      ◇総合相談（個別支援、関係機関との連絡調整、社会資源の開発）      

（２）地域の居場所づくり事業    ◇まちなかサロン事業の機能充実 

                  ◇居場所づくり連携・調整 

                  ◇新規サロンの創出・開発      

（３）高齢者困りごと支援事業  

          ◇高齢者困りごと相談    ◇相談・コーディネート 

                          ◇サポーター養成 

 

（４）ほほえみサービス事業     ◇コーディネート       

                  ◇会員管理、運営委員会        

                ◇改正介護保険への試行 

（５）犯罪被害者等緊急生活サポート事業 

         ◇犯罪被害者等緊急生活サポート事業  ◇犯罪被害者等緊急生活サポート事業 

                           

 

 



３ ボランティア活動推進事業 

（１）ボランティア     ボランティア     ◇ボランティア相談 

   センターの運営    センターの運営      ◇情報提供・発信 

◇普及・啓発 

◇団体活動支援・ネットワークづくり 

◇地域活動担い手養成講座 

                                                    

 

（２）避難者の寄り添い支援事業（避難者の孤立化防止事業） 

          ◇避難者の寄り添い支援事業   ◇サロン運営・支援 

◇情報提供 

◇個別訪問等  

（３）災害支援 

          ◇災害支援            ◇災害支援 

 

４ 生活困窮者自立支援事業 

 ◇学習支援        ◇小学生高学年学習支援（しいの木塾） 

 

５ 助成事業  

          ◇助成事業            ◇地域福祉活動助成 

                           ◇福祉施設地域活動助成 

                           ◇在宅福祉活動助成 

                           ◇障害者団体助成・区民活動団体助成 

                           ◇ボランティア・ＮＰＯ団体立ち上げ助成 

６ 生活福祉資金貸付事業 

◇生活福祉資金貸付事業       ◇貸付相談 

                            ◇償還事務 

                           ◇貸付後アフターフォロー 

                         

７ 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業      ◇受験生チャレンジ支援貸付事務 

 

８ 福祉サービス利用援助事業  

（１）福祉サービス利用援助事業           ◇地域福祉権利擁護事業 

                             ◇緊急日常金銭管理・書類預かりサービス                                                                             

                          ◇苦情解決 

                          

（２）あんしんサポート事業             ◇あんしんサポート事業 

 



 

９ 成年後見支援事業 

   成年後見支援事業   ◇成年後見支援事業   ◇成年後見支援事業 

 

 

１０ 法人後見・法人後見監督事業 

   法人後見・法人後見監督事業     ◇法人後見・法人後見監督事業   

                     ◇成年後見人等報酬・申立費用助成 

                                    

１１ 歳末たすけあい運動 

   歳末たすけあい運動    ◇歳末たすけあい運動   ◇歳末たすけあい運動 

 

１２ 応急援護資金貸付事業 

   応急援護資金貸付事業  ◇応急援護資金貸付事業  ◇応急援護資金貸付事業  

 

１３ ファミリー・サポート事業  

   ファミリー・サポート事業運営受託  

◇ファミリー・サポート事業の運営   ◇相談・コーディネート 

◇会員講習等 

◇会員管理 

 

 

公益事業 

１ 要介護認定調査事業  

認定調査指定事務受託業事業 

◇認定調査事務受託調査事業      ◇認定調査事務受託事業                                                 

 

２ 社会福祉会館管理運営   

   社会福祉会館の指定管理  

       ◇社会福祉会館の指定管理        ◇社会福祉会館維維持管理 

       ◇会議室貸出 

       ◇防火管理等                          

                         

 

※東京都共同募金会 中野地区配分推せん委員会事務局 



２０１６（平成２８）年度：重点的な取り組み 

 

１．２０１５（平成２７）年度活動評価 

２０１５（平成２７）年度は、「社会的孤立を生まない人と人とがつながる地域づくり」を目標とした

第３次中野区民地域福祉活動計画（以下「いきいきプラン」）の２年目として、「福祉何でも相談」、「あ

んしんサポート事業」等の新たな取り組みをスタートさせた。また、生活困窮者自立支援制度の施行、

社会福祉法人改革等の新たな社会福祉の動向に対応して、学習支援「しいの木塾」の受託と区内社会福

祉法人との情報交換会の実施等、中野区の地域福祉の推進状況に合わせ事業を進めてきた。介護保険の

改正についても、ほほえみサービス等の仕組みを活用して寄与できることはないのか現在中野区と協議

中である。 

新たに地域福祉コーディネーターを配置して行っている「福祉何でも相談」では、「中高年の引きこも

り」や「ゴミ屋敷」、「高齢者の住まいの問題」等の相談が多く持ち込まれている。それらの支援のため

には、継続的な支援とともに住民や関係機関との連携による見守り、新たな場づくり等の社会資源の開

発が必要である。第２回なかの地域福祉推進フォーラムでは、「中高年の引きこもり」と「障害者理解」

についてとりあげ、多くの区民や関係者が興味・関心を示したことからも、当事者に寄り添った区民の

主体的な活動をどう展開していくのか、そのコーディネートの重要性も確認できた。 

２０１６（平成２８）年度は、介護保険制度の経過措置の動きや社会福祉法人の改革等も含め、前年

度同様に社会福祉の動向は大きく変化する。住民の主体的な活動を推進しつつ、地域における支えあい

の資源を安定的に輩出し、地域福祉を豊かにする実践活動につなげる本会の役割がますます期待されて

いる。これらの課題認識を持って、いきいきプランの取り組みをさらに充実・発展させながら、下記取

り組みを重点的に進めたい。 

 

２．２０１６（平成２８）年度重点的な取り組み 
（１）制度のはざまにある福祉的課題に対応するための取り組み 

福祉何でも相談、ほほえみサービス、権利擁護事業、生活福祉資金等の事業の実施をとおして、制度

のはざまにある課題が顕在化している状況がみえる。いずれも速やかな制度的対応が困難なケースが多

い。現在は職員が継続的な支援を行っているが、地域住民をはじめ、区内社会福祉法人等の関係機関や

行政と連携し、解決にあたるとともに、関係機関とともに新たな社会資源の開発と具体的な支援策を講

じられるよう取り組みを行う。 

（２）介護保険改正の動きと地域福祉活動人材の発掘・育成 

介護保険の改正については、住民主体の助け合い活動やボランティア活動の取り組みが制度運営の中

で重要な位置づけになってくる。介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）への参入につい

ては、ほほえみサービス事業の仕組みの中で寄与できるように区と協議を進める。また、介護人材に限

らず、地域活動を担う人材の発掘及び、活動の実践力を涵養するために、社協内のこれまでの各研修講

座を統合、再編し、区内社会福祉法人や関係機関との連携により、興味がわき、参加しやすい内容に見

直し、新たな研修講座を実施する。 

（３）組織内の人材養成・研修体制の充実 



本会職員が地域福祉課題の多様化、潜在化、複合化に対応し、住民の要望や関係機関との円滑な連携

を進められるように、現在の研修要綱、研修体系を見直すとともに、OJT、スーパービジョンの機会を

設け、職員のスキルの習得や資質の向上に努め、人材養成・研修体制の充実を図る。あわせて職員が多

様で複雑な相談に対応し、ストレスを抱えることも多いため、外部機関を活用して職員のストレスチェ

ック、カウンセリングの強化などを行い、職場内の環境整備に努める。 

（４）事務の効率化、事業の見直しを前提とした福祉基金等の計画的な運用 

本会の人件費は、大半が補助金・委託金から成り立っている。自主財源の内訳は、寄付金、会費等が

ほとんどであり、残念ながら安定的・継続的な財源とは言い難い。また、平成２７年度から開始した福

祉何でも相談は、独自財源で人的な体制を維持しており、今後不自主財源の減少傾向に照らすと、今後

必要な活動のためには、約３億円超の積立額となっている福祉基金、ボランティア基金の一部を取り崩

し、事業継続を図ることが必要である。今後の基金の取り崩しについては、取崩額や対象とする地域福

祉活動について、理事会等で協議し、計画的、効果的な活用を図る。 

  

３．２０１６（平成２８）年度主な事業 

（１）多様な区民同士の交流の場の拡大（いきいきプラン重点目標①） 

①多様な交流の場の拡大 

 「中高年の引きこもり」や障害を持つ方々、就労困難者など、地域に暮らしていくうえで課題を

抱えがちな方々にとっては、本人が困ったときに気軽に相談や交流ができる場が必要である。当事

者家族も含めて参加しやすい「まちなかサロン」や居場所を地域の方々や区内社会福祉法人をはじ

めとする関係機関の協力を得て増やすなど、区民が主体的に進める地域の居場所づくりへの支援を

行う。 

②「地域の居場所情報一覧」の活用と各地区の居場所のネットワークづくり 

 前年度作成した居場所情報一覧の活用を関係機関・者と協力して進めるとともに、新たな居場所

情報を掲載するなど、情報更新を行い、必要な方に情報が行き届くようにする。また、各区民活動

センターあるいはすこやか福祉センター圏域において、居場所に取り組む区民・関係機関とのネッ

トワークを深め、サロンの運営上の課題の共有や解決に向けて連携して取り組む。 

 

（２）地域活動の担い手の確保（いきいきプラン重点目標②） 

  ①地域活動担い手養成講座の開催 

   民生委員のなり手、ボランティアグループ、町会・自治会など、地域活動の担い手を増やしてい

くことは緊急的な課題である。これまでのアクティブシニアのみならず幅広い年齢層を対象として、

新たな人材の発掘、養成を行うために、これまでの社協の各種講座を見直し、効果を生むよう集約、

再編成し、年間を通しての新たな講座として実施する。講座終了後には参加者が新たな地域活動に

取り組んでもらえるようにする。 

   ②介護人材の確保のための取り組み 

   区内社会福祉法人や介護事業者と連携し、「中野区福祉のしごと・相談面接会」を開催し、介護人

材の確保とともに、福祉の仕事に対する区民への理解と興味・関心を広げる。 



  

 

（３）困ったときに助けあえる地域を創る（いきいきプラン重点目標③） 

 ①高齢者困りごと支援事業の周知及び地域の社会資源との連携強化 

  高齢者困りごと支援事業は、利用件数は伸び悩んでおり、まだまだ地域への周知度が低い。町会・

自治会をはじめとして関係者への浸透を強化するとともに、より区民が利用できるように、活動内

容や対象者の拡大も検討する。 

 ②ほほえみサービスの仕組みを活用した改正介護保険への参入の検討 

現在中野区とほほえみサービスの仕組みを通して、介護予防・生活支援サービス事業者としての

参入について協議を進めている。２０１７（平成２９）年度の実施に向けて中野区が進める試行・

検証への協力を行う。 

 ③第３回なかの地域福祉推進フォーラムの開催 

   いきいきプランの重点目標②「地域活動の担い手」をテーマとして開催し、地域活動の活性化と

新たな担い手が地域活動につながるための工夫や実践を共有する機会とする。企画についてはいき

いきプラン推進委員会委員及び区民スタッフで運営し、多くの関係者、関係機関に呼びかけて開催

する。 

 

（４）解決しにくい課題にみんなで取り組む（いきいきプラン重点目標④） 

  ①あんしんサポート事業の内容の充実 

   新規事業であるあんしんサポート事業は、残念ながら契約件数は３件にとどまっている。相談件

数はあるが、家族・親族関係に課題がある人が多く、死後の手続き支援を希望しても契約に至らな

い場合が多くなっている。入院保証や賃貸アパートの緊急連絡先の設定ができる等、個別具体的な

相談者のニーズに柔軟に応じられるサービスメニューを検討し、契約件数の拡大を図る。 

②就労につながりにくい生活困窮者への対応 

生活福祉資金借受人へのアンケート調査を実施した結果、償還困難な方の多くは、非正規雇用や

未就労者が多く、また、障害や対人関係が苦手であるなど、継続的な支援が必要であることが分か

った。生活困窮者自立支援相談機関である「くらしサポート」と定期的に情報交換の場を設け、関

係機関との連携により、本人の課題に寄り添った支援を行う。 

③福祉何でも相談の実施と関係機関との協働による社会資源の創出 

 ６月に開設した福祉何でも相談窓口に持ち込まれた相談件数は現在４２件（３月１５日現在）で、 

電話だけで解決する事柄や長期にわたって支援を行うケース等様々であるが、中高年の引きこもり

や、ゴミ屋敷・高齢者の住まいの問題など、すぐには解決できない相談や、現在の制度では対応で

きない課題が多い。関係機関・住民とともに考え、場合によっては新たな社会資源の開発に取り組

んでいく。 

 

（５）組織基盤の整備・強化 

社協会員の増強については、特に普通会員の減少が顕著であり、新たな開拓が必要である。その

ために、事務局において会員増強に重点的に取り組むとともに、民生児童委員との連携し、社協活



動への一層の周知・理解を広げ、普通会員の増強に努める。今後は、会員増強策について、理事会

においても協議を進め、区民、関係者への本会の取り組みについてのより一層の周知と会費の必要

性も含めて PR を行う。 

また、平成 27 年度から始めた企業訪問については継続し、会員としての協力だけではなく、地

域貢献活動の相談窓口として継続的な関係の構築に力を入れたい。 

ボランティア基金、福祉基金については、有効な資金運用方法や自主財源確保の方策を立て、造

成を図るとともに、取り崩し基準と、計画的な基金の活用についても基準の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業別計画             

１．社会福祉事業 

（１）法人運営事業 

①法人運営 

ア．理事会･評議員会（理事 15名、評議員 40名） 

   本会の意思決定、議決機関としての役割のほかに、経営改善や自主財源の確保、「いきいきプ

ラン～第３次中野区民地域福祉活動計画～」の進捗状況の管理などを通じ、地域福祉活動推進へ

の意見集約を行います。 

イ．社協会員 

区民に向けて社協事業の理解を拡げ、社協会員になることが、誰もがいきいきと暮らせる地域

づくりの推進につながることを伝えていきます。会員増強月間(年２回)を設け、民生児童委員、

役職員と協力して会員増強活動にも取り組みます。地域貢献に積極的に取り組む企業等訪問し、

さらなる団体会員、特別会員の増強にも努め、地域福祉の賛同者を拡げていきます。 

＜参考：会員数の推移＞ 

年 度 ２０１４ ２０１５（見込み） ２０１６（計画） 

普通会員 

（個人、商店、グループ） 

３，０９７人  ２，９６２人  ３，０００人 

団体会員 

（町会、社会福祉法人、老人クラブ等） 

２１５団体 ２１９団体  ２２０団体 

特別会員 

（個人、企業等） 

１１６人・団体 １１７人・団体  １２０人・団体 

ウ．人事･研修、資格取得の奨励 

   地域の課題に対応すべく、専門業務に関する資質向上を図ります。特に、複雑な課題を抱える

対象者を様々な関係機関と連携して解決へみちびく仕組みをつくるため、定期的に総合相談担当

者会（月１回開催）や事例検討会を行い、職員全体で共有し、社会資源の開発も含めた地域支援

のあり方を学んでいきます。また、事務事業改善を含む人事考課制度のあり方を再検討し、職員

の育成と能力の向上に努めます。 

エ．危機管理（大規模災害時の対応） 

   大規模災害時における事業継続計画に基づき、中野区社会福祉会館の指定管理者として必要

な調整を行います。また、中野区との災害支援協定に基づく災害時のボランティア活動について、

実際の行動につなげていくために、区及び関係機関との協議を進めます。 

オ．苦情対応 

     本会の事業に対する苦情は、職員が責任を持って速やかな解決を図り、再発防止に努めます。

事例によっては苦情解決委員会に諮って的確に解決に努め、事業活動の質の向上に努めます。 

 



②企画・広報等 

ア．「いきいきプラン～３次中野区民地域福祉活動計画～」の推進 

    「いきいきプラン推進委員会」を中心に、重点目標ごとに達成目標を定め、実施計画の３年目

の取り組みを区民とともに進めていきます。また、「なかの地域福祉推進フォーラム」を開催し、

今年度はいきいきプランの重点目標の一つである「幅広い層が担い手になる」をテーマとして、

その課題と解決への取り組みを区民に発信していきます。 

イ．広報 

     昨年度、ホームページのリニューアルを行い、見やすさと情報の取りやすさを目的に一新しま

した。まちなかサロンのページも作り、最新情報を区民の皆さんに届けられるよう発信していき

ます。Facebook についても、幅広い層に見てもらえるための工夫や内容の充実を図ります。また

広報紙「ハピネスなかの」については、年２回（６月と１２月）発行し、発行規模は引き続き区

内全戸配布を実施します。 

    ウ．顕彰 

     地域福祉に携わる区民、社会福祉従事者を対象とした方への顕彰を行い、長年の地道な活動と

功績をたたえ、今後の活動の活性化と顕彰式を通じて地域の活動を区民に発信していきます。 

③関係機関との連絡調整 

ア．民生児童委員協議会との連携 

地域福祉の推進のパートナーである民生児童委員と協力連携し、課題を抱える区民の支援を行

います。民生児童委員が抱える課題に寄り添い、福祉何でも相談担当による訪問支援、地域担当

や社協の既存のサービスでの柔軟な対応、社会的な孤立を生まない人と人がつながる地域づくり

を目指し、引き続き民生児童委員協議会で社協事業の周知を行い、支援が必要な区民を社協の相

談につなげていただき、課題解決を図るとともに地域福祉の推進を行っていきます。 

イ．区内社会福祉法人との連携 

年２回懇談会を開催し、区内社会福祉法人が共通して取り組める事業の実施に向けて意見交換

を進め、具体的に地域貢献等の取り組みを始めます。下半期には、福祉のしごと相談面接会を合

同で実施し、中野区内の福祉人材の確保等で連携を深め、地域の課題に対応していくための人材

育成や協力を行っていきます。 

ウ．中野区介護サービス事業所連絡会の運営支援 

  区民へのサービスの質の向上を目指して設立された連絡会の事務局として会の運営の支援を行

います。事業所連絡会を通じて、中野の地域課題や福祉の動向を情報発信し、事業所同士の協力

連携を進めていきます。 

④会計・財務 

   ア．自主財源の確保 

資産管理運用要綱に従い、福祉基金、ボランティア基金の安全かつ効果的な運用を図ります。

地域の課題に取り組むための体制づくりに活用していくために、地域福祉の推進への協力を企業

等へ働きかけ、自主財源の確保に努めます。 

⑤管理・運営 

    個人情報の取扱いについて適正な管理に努め、情報漏えい、紛失、不正アクセス等の事故が発



生しないように情報セキュリティの強化を行い、職員への研修を定期的に行います。「行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（通称：「番号法」）の導入に伴い、

マイナンバーの取り扱いに関して適正な管理を行います。また、固定資産、備品の適正な管理と

有効活用を図り、経費の削減に努めます。 

 

（２）地域福祉事業 

  ①福祉何でも相談の充実 

  相談員２名（1 名専任）を配置し、福祉に関することで困っている区民や民生児童委員をはじめ

とする福祉関係者からの相談を受けて、訪問・面談などにより福祉サービスにつなげるとともに、

本人に寄り添いながら、課題解決に取り組みます。 

相談からみえてきた中高年のひきこもりやひとり暮らし高齢男性の課題など、既存の制度では対

象にならない、なりにくい制度の狭間にある課題について、区民とともに考える場を作り、課題解

決をめざして取り組みます。また、すこやか福祉センター圏域ごとの地域課題の共有やアウトリー

チを戦略的に行い、居場所づくりや社会資源の創設や開拓に取り組みます。 

 

  ＜参考＞ 新規相談件数                        （件）※3月見込み 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

１ ２ ６ ８ ３ ４ ５ ３ ６ ４ ６ ３ ５１ 

 

＜参考＞ 相談件数                          （件）※3月見込み 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

電話  ０  ７ ２６ ２４ １４ ２７ ２４ ２０ １４ ３４ ５３ ４０ ２８３ 

来所  １  ３  ９  ７  ３  ３  ８  ４ １０  ３  ８  ５  ６４ 

訪問  ０  １  ６  ５  ６  ６  ３  ３  ５  １ １５ １０  ６１ 

  １ １１ ４１ ３６ ２３ ３６ ３５ ２７ ２９ ３８ ７６ ５５ ４０８ 

 

  ＜参考＞ 新規相談内容                        （件）複数回答有 

 

 

内容  計 

①病気や健康面に関すること 9 

②ゴミ屋敷など住まいに関すること 17 

③生活費に関すること 16 

④ご近所関係に関すること 1 

⑤仕事探しや就職に関すること 4 

⑥子育てに関すること 1 

⑦DV・虐待に関すること 0 

⑧障害のこと 2 

⑨家計管理のこと 4 

⑩家賃やローンの支払いのこと 5 

⑪引きこもり、不登校に関すること 8 

⑫介護に関すること 3 

⑬老後に関すること 1 

⑭窮迫状態に関すること 1 

⑮不安なこと 2 

⑯町会自治会に関すること 1 



 

②高齢者困りごと支援事業（中野区補助事業） 

概ね６５歳以上の一人暮らし高齢者または高齢者のみの世帯に対し、日常生活上のちょっと

した困りごとを区民の協力により解決し、安心した生活を送れるように支援するとともに、支え

あい、助けあいの地域づくりを促進します。高齢者の気軽な相談の窓口として、福祉何でも相談

をはじめ他事業との連携を図り相談体制を強化します。 

◇ 必要な区民にこの事業の情報が届くよう、関係機関を通じて事業ＰＲを行うとともに、いま

す。又、新たなＰＲ先を開拓します。 

◇ 様々な困りごとの依頼に応えられるように、サポーターの登録を増やします。サポーターと

して、大学生や社会人等、若年層への働きかけを強化して募集します。 

◇ 気軽にサポーター登録ができるよう、集合型の登録から随時窓口登録できるよう変更して登

録 100人をめざします。 

◇ 複雑かつ多くの課題を抱える高齢者については、訪問による相談を行い本人に寄り添いなが

ら、困りごと解決に向けて必要なサービス等につなげるよう、柔軟に取り組みます。 

 

＜参考＞高齢者困りごと支援事業実績推移 

年 度 ２０１２ ２０１３ ２０１４ 
２０１５

（見込み） 

２０１６

（計画） 

相談・問合せ数（件） ６２４ ６９４ ６４２ ７７０ ８００ 

活動数（件） １５８ １６０ １７８ ２００ ２５０ 

サポーター登録数（人） ５６ ６５ ７５ ８６ １００ 

訪問数（件） １０ ３９ ２６ １８ ３０ 

 

  ③地域の居場所づくり 

まちなかサロンは、気軽に集い交流を通して、住民同士の見守りや仲間づくり、支え合う関

係づくりの場として、コミュニティの機能の一翼を担っています。現在区内３４カ所に拡がっ

ています。 

まちなかサロンの認知度が高まり、区民に確実に認知してきて、地域活動団体や、福祉団体など

多様な団体がサロン活動を実施しています。前年度は、各地域担当が、地域の居場所を１４地域１

９１箇所収集し、「地域の居場所情報一覧」としてまとめました。この情報をもとに、地域で居場

所づくりの活動を行っている団体同士のネットワークをつくる動きも出てきており、地域の居場所

づくりは活性化しています。 

今後は、子どもの貧困を解決するための学習支援や食事のサロンのニーズと区民の関心が高まっ

ていますが、対応できる居場所、情報が充分ではない等、居場所づくりの課題に対して下記の取り

組みを進めます。 

   ◇「地域の居場所情報一覧」の活用とともに情報の更新と各地区の居場所のネットワークづく

りを進めます。 

 



◇ 社会福祉法人やボランティアグループ等と協働し、学習支援や食を通じた子どもの貧困

問題への取り組みを実施します。 

◇ 学習支援や子ども食堂に取り組むボランティアグループ等の情報交換ができるネット

ワークづくりを行います。 

 

④ほほえみサービス事業 

２０１３（平成２５）年度より、同居家族のいる利用会員への介護負担を軽減するための家事・

介護のお手伝いなど、協力会員の理解を得ながらサービスの拡充に取り組んだ結果、利用会員登

録者数、活動件数・時間共に増加傾向にあります。 

改正介護保険制度の動きや中野区が進める地域包括ケアシステムの推進に伴い、今後ほほえみ

サービス事業への期待が高まることが予測され、増大する家事や介護の要望に応えていくために

も、担い手の確保とスキルの向上を目的とした研修の充実を図ります。サービス内容についても、

可能な限り利用者の身体機能や生活能力を維持、向上ができ、住み慣れた地域での生活が継続で

きるよう、会員及び区民の意見を反映させながら見直しを行います。 

また、介護保険をはじめ公的サービスでは対応できない援助を必要とする区民や、高齢者世帯

や単身世帯、子育て世帯の産前産後の援助や子どもの預かり、障害者世帯の支援、余暇・生きが

い活動、老後に向けての不安など、多様化、複雑化するニーズに、「地域の支えあい」の理念を活

かし、柔軟性な対応をこころがけます。 

＜主な取り組み＞ 

◇定期訪問や電話による訪問を実施し、増加する利用会員のニーズを的確に把握し、きめ細かい

対応を行います。 

◇同居家族（健康な介護者含む）のいる利用者への柔軟なサービス提供を行い、家族の介護負担

軽減、日中独居高齢者の見守りや地域交流、高齢者虐待の予防につなげます。 

◇介護保険では対象とならない要介護者の通院付き添いや入退院時のお手伝い、産前産後の家庭

への援助、障害者への援助等にも活動できる協力会員を増やし、多様なニーズに対応するため

協力会員研修を充実します。 

◇協力会員のスキルアップをめざした研修会を年１０回実施し、多様な担い手の確保と養成を目

指します。また、協力会員の意見交換会を実施し、地域の福祉課題を発信し会員同士共有でき

る場を設けます。 

◇あんしんサポート事業と連動し、高齢になって頼れる親族がいない場合でも、安心して地域で

暮らしていけるよう、日常的な生活支援に対応し、家事・介護のサービスを柔軟に対応します。 

 

 

 

 

 

 

 



 〈参考〉 

年  度 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

（見込み） 

2016 

(計画) 

協力会員     

（人） 310 306 306 317 323 280 320 

利用会員

(世帯) 578 561 552 612 612 605  620 

賛助会員      

(口数) 278 226 203 177 

     

172 162  170 

提供時間  

（時間） 18,809 18,211 18,211 20,961   21,612 21,200 21,500 

件  数 

（件） 11,507 11,185 11,185 12,863 13,307 13,100 13,500 

 

⑤犯罪被害者等緊急生活支援サポート事業（中野区受託事業） 

犯罪等により被害をこうむった方や家族又は遺族を対象に、家事や育児等の負担を軽減するための

犯罪被害者等緊急生活サポート事業を区からの要請に基づき実施します。相談があった際は、いつで

も確実に対応することができるよう緊急生活支援協力員の研修を実施します。 

 

（３）ボランティア活動推進事業 

①ボランティアセンターの運営 

個人や福祉施設、ボランティアグループの身近な地域活動から、NPO や商店街・企業の社会貢献

活動まで、さまざまな形で広がる活動の支援と、住民一人ひとりのニーズにあったきめ細やかなボ

ランティア相談に対応し、地域のボランティア活動の推進を行います。 

登録ボランティアは、現在約４６０人ですが、中には未就労者で就労意欲の喚起のため、ボラン

ティア活動を社会参加の機会として活用する人も増えており、より丁寧なコーディネートが求めら

れています。 

また、長年活動しているボランティアグループが、高齢化等による担い手の不足から活動継続を

危ぶむ声や悩みを訴える相談も増えており、担い手として多様な人材の発掘と養成、新たな活動の

開拓や多様な分野とのネットワークの構築など、ボランティア活動の活性化がますます求められて

います。 

ア．ボランティア相談 

近年の傾向として、精神的な疾患等のある人からの個別の話し相手のニーズに、登録ボランティ

アで対応できる人の不足があげられます。そのため、登録ボランティアを対象に、ニーズに寄り添

った取り組みを行うなど、地域の課題に対応した取り組みを行います。 

  ＜主な取り組み＞ 

◇登録ボランティアのおしゃべりサロンの実施 

精神的な疾患等のある女性からの話し相手がニーズとして増えていること、また活動につな

がりにくい登録ボランティアの活動の機会や交流の場、ニードとボランティアのマッチング

の機会として、おしゃべりサロン（女子会）をボランティア相談員とともに実施します。 



イ．情報の提供・発信 

  情報紙のイベントの参加募集の掲載に比べて、ボランティア募集の掲載をしても区民から

の問い合わせが少ないのが現状です。 

区民に向けて、興味・関心のある地域情報を含めたボランティア情報を適宜提供することに

より、ボランティア活動・地域活動への理解、参加を促進します。 

＜主な取り組み＞ 

  ◇ボランティア情報紙「そよかぜ」を毎月１回、６，０００部発行し、ボランティア募集

情報の掲載方法の工夫、設置先の開拓により、ボランティア活動のきっかけづくりを

促進します。 

◇「なかの本（なかのボランティア・NPO情報ブック）「区内でボランティア活動ができる施設

一覧」の情報を更新し、ホームページにも公開するなど、区民がボランティア活動に参加する

きかっけづくりの情報提供を引き続き実施します。 

◇ホームページ、フェイスブックも活用した多様な情報提供ツールを活用し、区民にボランティ

ア・地域活動に参加するきかっけづくりを発信します。 

ウ．災害ボランティア支援 

大規模災害時の災害ボランティアセンターの体制整備を、区と締結した「大規模災害時の

相互支援協定」にもとづき、災害時「中野区災害ボランティアセンター立ち上げマニュ

アル」を活用した立ち上げ訓練を行います。 

   ＜主な取り組み＞ 

◇ 区内の防災関連団体や近隣地区のボランティアセンターや東京災害ボランティアネットワ

ークなどのネットワークづくりをすすめます。 

◇ 東松島市社協と災害支援相互協定を締結します。また、区民への災害支援・防災意識へ

の啓蒙啓発活動を災害・防災のイベントへの参加を通してすすめます。 

◇ 災害時に災害ボランティアセンターの運営に協力できる人材の養成をするために、災害

ボランティアセンター運営ボランティア養成講座を引き続き行います。 

エ．団体活動支援・ネットワークづくり 

区内で活動する各分野のボランティア・NPO団体及び様々な分野で活動する団体間の情報を共

有する機会をつくり、地域の福祉課題の共通認識、相互理解、学習の場を展開することにより共

催事業や協働のきっかけづくりを行います。また、障害者団体の会員の減少や自主財源確保の場

の減少について、自主生産販売会等の支援を行います。 

   ＜主な取り組み＞ 

◇ 障害者団体の活動活性化のための自主財源の確保と団体同士の交流の場として、自主生産

品販売会を実施します。 

◇ ＮＰＯ団体と地域福祉課題についての協議を進め、テーマ型まちなかサロンの立ち上げな

ど、協働で先駆的な事業に取り組みます。 

◇ ボランティアを受け入れている区内の福祉施設の情報を把握し、施設のボランティア受

け入れ担当者の情報交換会を実施し、区民が施設ボランティアに参加するきっかけづく

りを支援します。 



オ．地域活動担い手養成講座の開催 

幅広い年齢層を対象として、新たな人材の発掘、養成を行うために、これまで各部署で取り

組んでいた社協内の講座を見直し、効果を生むよう集約、再編成し、年間を通しての新たな講

座として実施します。講座は、地域活動団体や福祉の関係機関と協力し活動体験を増やし、講

座終了後には参加者が既存のグループや活動団体に参加することや、新たな地域活動に取り組

めるよう支援します。 

②避難者の寄り添い支援事業（東京都補助事業） 

   東日本大震災による区内避難者の支援をサロンや個別訪問を通じて実施します。平成２９年

３月の住宅供与期間の終了に伴い、居住先の検討や転居等の個別の相談も増えてきていること

から、一人ひとりの生活ニーズにきめ細かに対応する個別訪問を継続して実施します。 

広報紙を作成し、避難者への必要な情報提供を行うとともに、関係機関、事業協力関係者と

ネットワーク会議で定期的に連携をとりながら、避難者が中野での暮らしが安心してできるよ

うに支援します。 

 

（４）生活困窮者自立支援事業（小学校高学年学習支援事業「しいの木塾」） 

   生活困窮者自立支援法に基づく学習支援事業（事業名「しいの木塾」:中野区受託事業）の

会場を４か所から５カ所に増やして実施します。法の主旨に基づき、対象者が学習の仕方を身

につけ、学習習慣を定着させることを目指すと同時に、支援を通じて、地域課題解決のための

地域づくりや地域ネットワークの構築・強化をすることを目的に行います。 

   【対象者】生活保護受給世帯または就学援助認定世帯の小学校６年生 １１０名 

   【実施場所】区内福祉施設、大学等５か所 

 

（５）助成事業（歳末たすけあい運動募金助成事業） 

   地域の福祉活動や地域課題に取り組む団体の活動を支援するための助成を行います。「いき

いきプラン～第３次地域福祉活動計画～」にもある地域の福祉課題解決に資するように、各事

業の助成基準を毎年見直します。 

①地域福祉活動助成 

町会・自治会が行う地域活動の経費の一部を助成します。助成基準を検討し、地域課題に取

り組む町会・自治会の活動を支援する仕組みに変えていくため、町会・自治会の活性化につな

がる助成金の活用について検討していきます。 

②福祉施設地域活動助成 

   社会福祉法の一部改正による社会福祉法人改革に合わせ、地域の課題に取り組む福祉施設へ

の特別加算を助成金に設けます。引き続き区民を対象とした地域福祉活動への助成も実施し、

福祉施設が取り組む地域活動への支援を行ないます。 

③在宅福祉活動助成 

在宅福祉活動を行うボランティア・ＮＰＯ団体に活動経費の一部を助成し、地域の福祉活動

を支援します。子どもの貧困問題に対する取り組みをする団体への助成も新たに行います。 

④障害者団体助成 



障害者団体が行う自主活動を活性化させることにより、障害者の理解促進のための活動の

経費の一部を助成します。 

⑤区民団体活動助成 

    中野区友愛クラブ連合会、中野区保護司会等の活動経費の一部を助成します。  

⑥ボランティア・ＮＰＯ立ち上げ助成 

高齢者、障害者、児童など区民が安心して地域で暮らせるまちづくりを行うボランティ

ア・ＮＰＯ団体の立ち上げを支援するため、立ち上げ経費の一部を助成します。また、この

助成金の PR を強化します。 

⑦中野区民ふれあい運動会助成 

    毎年５月に開催される障害のある人ない人がともに楽しむ運動会への助成を行います。 

 

（６）生活福祉資金貸付事業（東京都社会福祉協議会受託事業） 

①貸付相談 

    東京都社会福祉協議会からの受託事業として、低所得の世帯、障害者世帯、要介護の高齢

者がいる世帯等に対し、世帯の自立を図ることを目的に、民生児童委員協議会と協働して、

低利で資金貸付を行います。貸付終了後、償還が始まる段階になっても収入が安定していな

い借受人が多いことが、昨年度実施したアンケート調査でも課題として挙がっているので、

就労や負債なども含めた今後の見通しを借受人と立てられるよう貸付時の相談支援を強化

し、様々な関係機関との連携や情報提供を積極的に行います。 

    ２０１５（平成２７）年度から開始した生活困窮者自立支援事業の相談窓口である「中野

くらしサポート」とは、月１回定期的に情報交換を行いながら、綿密な連携をはかり対象者

の支援を連携して行います。 

  ②償還相談（アフターフォロー事業） 

貸付終了後、償還が始まる前から借受人への定期的な生活状況、経済状況の把握を電話、面接

で行い、滞納にならないよう積極的にアプローチを行い、継続的な償還ができるよう働きかけま

す。さらに、昨年度実施したアンケート調査からも借受人が就労につながっていない又は非正規

雇用に戻っている等、就職につまずいていることが分かってきたので、今年度は新規で悩みを共

有できる交流の場や就労へ向かうための個別的な相談を実施します。 

    さらに、民生児童委員協議会と連携して、貸付後の世帯の状況把握に努め、情報の共有を

行いながら、地域での支援を進めます。 

 

（７）受験生チャレンジ支援貸付事業（中野区受託事業） 

 ２０１５（平成２７）年度に中野区より受験生チャレンジ支援貸付事業を受託し、低所得者

層の世帯へ、塾の費用や高校や大学の受験料の貸付を実施しています。２０１５（平成２７）

年度は貸付実績は１８２件（２月現在）となっており、２０１４（平成２６）年度実績である

１３０件よりも増えています。引き続き利用対象である区民へ周知を行うと共に、生活福祉資

金の教育支援資金との連携も含めた、相談支援の強化を行います。 

 



（８）福祉サービス利用援助事業＜アシストなかの（権利擁護事業）＞ 

判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の区民が、安心して自立した

在宅生活が送れるように、行政・関係機関と連携し、以下の事業に取り組みます。 

①地域福祉権利擁護事業（東京都社会福祉協議会受託事業） 

ア．地域福祉権利擁護事業 

判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の区民に対しての福祉サー

ビス利用支援、日常的金銭管理、書類預かりを行います。 

 

＜参考＞地域福祉権利擁護事業契約者数推移（障害別） 

年度 
認知症 

高齢者 
知的障害者 精神障害者 その他 合計 

2014 71 4 7 2 84 

2015(見込み) 86 4 9 2 101 

2016(計画) 100 6 12 2 120 

イ．緊急日常金銭管理・書類預かりサービス 

行政が介入する緊急対応が必要な区民について、成年後見人が受任するまでの間、一時的に

日常金銭管理、書類預かりサービスを行います。 

ウ．苦情解決事業 

公平・中立な立場で福祉サービスの苦情等について事業者や利用者間の調整することで問題

解決を図ります。 

 ②あんしんサポート事業（中野区補助事業） 

 身寄りのない１人暮らしの高齢者や、協力が得られる親族がいない単身高齢者を対象に、定

期的な見守りや日常的な金銭管理から死後の事務手続きまで、高齢期の生活不安に対応した支

援を行います。また、賃貸アパート入居時の緊急連絡先や入院時に必要な保証人に準じたサー

ビスを新たに開始します。 

＜サービス内容＞ 

 ・基本サービス…見守り定期訪問（３か月に１回）、あんしん電話（月に２回）、福祉サービ

ス利用援助（書類の整理、日常生活の手続き支援等） 

・オプションサービス…日常的金銭管理サービス、書類預かりサービス、生活支援サービス

（ほほえみサービスと協働）、入退院時サービス（入院バッグのお届け、入退院時の同

行）、死後事務に関する支援 など 

＜参考＞あんしんサポート事業契約件数 

年度 2015（見込み） 2016（計画) 

契約件数(人) 3 15 

 

（９）中野区成年後見支援事業（中野区受託事業） 

区民のニーズに幅広く対応できる相談体制を充実させるとともに、関係機関との連携を強化し、

必要な区民を適切に制度に結びつけるサポートと制度の普及をすすめていきます。 



ア．相談業務 

    専門相談員（弁護士）、社会福祉士の相談員が成年後見制度に関する相談に応じます。また、引

き続き、高齢者・障害者のための無料法律相談を行います。 

＜参考＞成年後見支援センター新規相談件数推移 

年度 2014 2015(見込み) 2016(計画) 

新規相談件数(人) 429 390 430 

イ．説明会、研修会の実施 

    成年後見制度を詳しく知っていただくため、成年後見制度申立講座を実施します。区民団体等

からの要請による出張勉強会も、寸劇やエンディングノートなどを交えて分かりやすい内容で実

施します。 

       ※平成 28年度の目標出張説明会件数：15件 

ウ．成年後見に関する地域ネットワークづくり 

    福祉関係機関と専門職団体を対象とした情報交換会を開催します。また関係機関の主催する会

議などに積極的に参加し、連携の強化を図ります。 

エ．後見人のサポート 

親族後見人が安心して後見業務を遂行できるように、親族後見人勉強会や個別の相談に対応し

ます。親族後見人勉強会は、参加しやすい講座形式と質問がしやすい座談会形式で行います。 

     ※平成 28年度の親族後見人勉強会目標参加者数：計 30名 

     オ.成年後見制度申立費用助成・後見等報酬費用助成 

成年後見制度が必要な方がスムースに利用できるように、親族申立てによる成年後見制度利用

に関して、申立経費助成および後見等報酬費用助成を行います。 

 

（１０）法人後見・法人後見監督事業 

被後見人の財産管理・身上監護を適正に行うとともに、尊厳ある生活が送れるように後見・後見

監督業務を行います。 

    社会貢献型後見人の公募と養成を計画的に行い、社会貢献型後見人の受任につなげます。 

    また、後見監督人として社会貢献型後見人の業務を定期的に監督するとともに、安心して後見業

務に取り組めるようサポートを行います。 

 ＜参考＞受任件数（法人後見、法人後見監督）、後見活動メンバー人数 

年度 法人後見（件） 
法人後見監督

（件） 

後見活動メンバー 

（社会貢献型後見人候

補者） 

2014 2 3 14 

2015(見込み) 2 4 16 

2016(計画) 2 6 16 

 

（１１）歳末たすけあい運動 ～地域活動いきいき募金～ 

   共同募金の一環として、町会・自治会、民生児童委員協議会の協力を得て実施しています。



配分金は、地域福祉活動の推進を目的に、地域で様々な活動を行っている団体へ配分していき

ます。地域活動いきいき募金として、地域活動の活性化等につながるよう配分推せん委員会で

検討し、歳末たすけあい運動の募金の配分や赤い羽根共同募金の配分を広く区民に周知するな

ど、地域の声を反映した配分を行います。 

 

（１２）応急援護資金貸付事業 

   低所得で、臨時に出費が必要になった場合と、住所不定者等の就労先への交通費など小額資

金の支給を中野区福祉事務所に委託して行います。生活福祉資金の対象とならない相談者や公

共料金を滞納しライフラインが止まる寸前の方など、緊急的に支援が必要な方が増加していま

す。規程を変更し、３万円以下の貸付については連帯保証人を必須とせず、償還の支援を行な

うことを条件に柔軟に対応していきます。 

 

（１３）中野区ファミリー・サポート事業（中野区受託事業） 

１９９９（平成１１）年度から、中野区の委託を受け、相互に援助活動を行うことで、地域の子育

て支援を目的に行っています。 

２０１５（平成２７）年４月から子ども・子育て支援新制度が始まり、地域子ども・子育て支援事

業の１つとして大きく期待されています。利用会員は一般援助活動で２，０００名以上、特別援助活

動の登録も３００名を超え、毎年確実に増加しています。一方で、子どもを安全に預かるための担い

手である協力会員には、一定の研修が必須になるなど質の確保も確実に求められています。 

子育て世帯の多様化・複雑化するニーズに応えるため、協力会員の増強と関係機関との連携をさら

に強化していきます。また、病児や緊急時の預かりなど、育児に関わる臨時的突発的なニーズに安全

に対応できるよう、引き続き協力会員の研修を開催し、利用会員が安心して働き続けられるよう支援

していきます。 

◇事業の周知 

会員登録講習会を昨年より６回増やし、年間３０回開催します。事業ＰＲチラシを作成し、春

と秋に分けて２６，０００枚配布します。また、母子手帳交付時や、「こんにちは赤ちゃん学級」、

新生児訪問等際に事業チラシを配布するなど中野区と連携し、事業をＰＲします。 

◇協力会員の確保及び資質向上 

安全な活動ができるよう、協力会員に対し研修への参加促進を強化します。子どもの預かりに

必要な基礎的な知識の習得を目指す基礎研修、病気の子どもの預かりに必要な専門的な知識の

習得を目指すスキルアップ研修の実施等により、協力会員の資質向上を目指します。 

◇関係機関との連携  

区内の子育て事業実施団体や関係機関との連携を図ります。 

◇相談の充実等 

相談及び受付時間を８時３０分から１８時まで実施し、柔軟に対応します。また、産褥期

の援助等、子どもの預かりだけでは不足する子育て世帯には、ほほえみサービス事業と連携

した支援をするとともに、区民へ区内保育サービス情報の提供を行います。  

  ＜参考＞ファミリー・サポート事業会員数の推移  ※（ ）は特別援助活動の実績。 



 年   度 ２０１４ 

 

２０１５ 

（見込み） 

２０１６ 

（計画） 

利用会員（人） １，７２４ 

（３０４） 

１，９３０ 

（３６０） 

１，９８０ 

（３８０） 

協力会員（人） ４１１ 

 (１４３） 

４１０ 

(１４５) 

４１０ 

（１５０） 

両方会員（人） １８５ ２３０ ２４０ 

計 ２，３２０     

（４４７） 

 ２，５７０ 

 （５０５）              

２，６３０ 

（５３０） 

活動件数（件） ９，４３４ 

（３０６） 

９，０００  

 （５００） 

９，５００ 

（３００） 

活動時間（時間） １９，７７８ 

（２，０２６） 

１８，０００ 

（２，２００） 

１８，５００ 

（２，３００） 

 

２．公益事業 

（１）要介護認定調査受託事業（中野区受託事業） 

２００７（平成１９）年に東京都より「指定事務受託法人」の認可を受け、中野区の委託により

介護保険の要介護認定調査を実施しています。現在の認定調査件数は中野区全体の半数以上を担っ

ています。平成２７年度からは社会福祉会館近くに事務所を構え、事業の充実に努めております。 

区市町村事務受託法人としての責任と社会福祉協議会の持つ公平性・中立性に基づき区民や各関

係機関から信頼される認定調査業務を行います。 

 

（２）中野区社会福祉会館の管理運営（中野区指定管理受託事業） 

１９９５（平成７）年中野区社会福祉会館開設以来の本会は中野区より管理業務の委託を

受け、２００６（平成１８）年度からはよりは指定管理者として管理運営を行っています。

設備の老朽化に伴い２０１６（平成２８）年度は設備の大規模改修工事も予定されるなど、

管理に配慮の必要な条件も増えています。 

「社会福祉に関する区民の自主的な活動を支援し障害者の福祉向上の図る」という社会福

祉会館の目的に鑑み、多くの区民が利用しやすい親しまれる施設として各階の運営者と協力

し運営を行います。 

 

※中野地区配分推せん委員会事務局（東京都共同募金会） 
   東京都共同募金会が実施する赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい運動募金のうち、中野区

内に配分される募金（地域配分）の配分計画を協議します。 

委員は、町会・自治会、民生児童委員、福祉施設関係者、行政機関、学識経験者等で構成さ

れ、中野社協が事務局となり、年２回開催します。中野区の住民の地域福祉ニーズに応じた配分

となるよう調整を行います。 


